
生活介護
自立訓練

(生活訓練)
障害者

支援施設
就労

移行支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援B型

児童
発達支援

放課後等
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

居宅訪問型
児童発達支援

保育所等
訪問

総計 比率

(15事業所) (6事業所) (10事業所) (15事業所) (8事業所) (29事業所) (3事業所) (7事業所) (1事業所) (2事業所) (96事業所)

1 基本方針・一般原則 1 2 2 1 1 7 1.0%

2 人員 5 1 12 3 8 1 30 4.3%

3 事業所の設備 2 1 1 4 0.6%

4 内容及び手続の説明及び同意 12 5 8 14 11 28 2 5 1 86 12.5%

5 契約支給量の報告等 5 1 6 7 4 20 1 4 1 49 7.1%

6 サービス提供拒否 1 2 1 4 0.6%

7 連絡調整(要請)対応 1 1 0.1%

8 サービス提供困難時 2 1 1 4 0.6%

9 サービス提供の記録 2 1 5 1 9 18 2.6%

10 利用者負担額等 5 1 1 3 2 3 1 16 2.3%

11 給付費に係る通知等 3 1 4 3 9 2 2 1 1 26 3.8%

12 個別支援計画 15 2 3 18 4 33 1 8 1 3 88 12.8%

13 児発管・管理者の責務 2 1 3 0.4%

14 看護・介護等 1 1 0.1%

15 生産活動・就労等 1 1 1 1 4 0.6%

16 賃金・工賃 5 1 10 4 19 39 5.7%

17 緊急時等の対応 2 1 2 3 8 1.2%

18 運営規程 1 4 3 7 15 2.2%

19 勤務体制 3 1 6 3 6 2 21 3.0%

20 非常災害対策 13 5 5 6 4 17 1 4 55 8.0%

21 衛生管理等 1 1 1 2 1 6 1 13 1.9%

22 協力医療機関等 1 1 2 0.3%

23 掲示 7 3 3 7 4 11 1 2 1 39 5.7%

24 秘密保持等 1 2 1 2 6 0.9%

25 苦情解決 5 2 3 4 1 7 22 3.2%

26 事故対応 1 2 4 2 9 1.3%

27 会計の区分 2 5 2 3 12 1.7%

28 虐待・身体拘束等の禁止 1 1 2 4 0.6%

29 情報公表 3 3 0.4%

30 預り金管理 3 1 4 0.6%

31 変更の届出 2 2 2 3 4 1 14 2.0%

32 業務管理体制 1 1 3 2 6 1 14 2.0%

33 介護(訓練等)給付費算定 12 5 3 5 4 31 3 6 69 10.0%

　　合　　計 104 30 50 127 66 244 13 41 6 9 690 100%

№

　○主な指摘事項

①個別支援計画の作成等　　②内容及び手続の説明及び同意　　③介護（訓練等）給付費の算定及び取扱い

平成30年度宮城県指定障害福祉サービス事業所等実地指導総括
令和元年６月２8日現在

        障害福祉課所管分

指導先
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居宅介護
重度

訪問介護 同行援護 行動援護 短期入所
共同生活
援助

児童発達支援
(センター以外)

放課後等
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

総計 比率

(46事業所) (29事業所) (8事業所) (5事業所) (30事業所) (27事業所) (11事業所) (30事業所) (186事業所)

1 基本方針・一般原則 5 4 1 1 11 1.5%

2 人員 1 1 4 1 4 11 1.5%

3 事業所の設備 1 1 2 1 1 1 7 0.9%

4 内容及び手続の説明及び同意 28 7 3 2 14 18 2 17 91 12.1%

5 契約支給量の報告等 20 4 8 32 4.3%

6 受給資格の確認 3 2 2 3 10 1.3%

7 心身の状況等の把握 8 6 1 4 5 9 33 4.4%

8 事業者等との連携等 4 2 4 10 1.3%

9 サービス提供の記録 17 2 12 10 3 26 70 9.3%

10 利用者負担額等 8 1 9 18 2.4%

11 給付費に係る通知等 10 4 1 1 4 1 21 2.8%

12 取扱方針未実施 1 2 1 3 7 0.9%

13 個別支援計画 26 12 1 1 22 11 55 128 17.1%

14 サ責・児発管・管理者の責務 3 2 1 1 2 6 15 2.0%

15 便宜の供与等 2 2 0.3%

16 緊急時等の対応 2 1 3 1 7 0.9%

17 運営規程 3 2 3 3 2 13 1.7%

18 勤務体制 9 1 5 4 2 14 35 4.7%

19 非常災害対策 2 12 6 19 39 5.2%

20 衛生管理等 8 1 1 4 9 5 28 3.7%

21 掲示 20 8 3 1 6 8 4 15 65 8.7%

22 秘密保持等 1 1 3 5 0.7%

23 苦情解決 3 1 4 0.5%

24 事故対応 1 1 1 3 0.4%

25 会計の区分 4 1 1 2 1 9 1.2%

26 記録の整備 1 1 1 4 7 0.9%

27 情報公表 3 3 0.4%

28 預り金管理 1 1 6 8 1.1%

29 介護給付費算定 5 3 2 1 11 9 7 19 57 7.6%

　　合　　計 181 62 11 9 76 137 50 223 749 100%

№

①個別支援計画の作成等　　②内容及び手続の説明及び同意　　③サービス提供の記録

平成30年度宮城県指定障害福祉サービス事業所等実地指導総括
令和元年６月２８日

各保健福祉事務所所管分

　○主な指摘事項

指導先
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◎個別支援計画の作成等
　・個別支援計画の原案を作成していなかった（記録が残っていなかった）

　・計画原案について検討する会議を開催していなかった（会議録が残っていなかった）

　・アセスメント（利用者との面接）の記録が確認できなかった。

　・規定の期間内（3ヵ月又は6ヵ月）に計画の見直しが行われていなかった。

　・個別支援計画の作成や，利用者又はその家族の個別支援計画への同意が，

　　サービス提供開始前に行われていなかった。

◎内容及び手続の説明及び同意
　・利用契約書や重要事項説明書に必要事項が記載されていなかった（第三者評価等）

　・運営規定及び重要事項説明書の内容が現状と合っていなかった（従業員数等）

　・利用契約書を法人代表者名ではなく事業所代表者名で作成していた。

◎介護（訓練等）給付費の算定及び取扱い
　・算定要件に係る職員の退職等により，算定要件を満たさなくなっていたが，

　　終了手続きを行っていなかった。

　・欠席時対応加算や送迎加算等，記録整備や実績報告を要件とする加算に

　　おいて，適切に記録や報告が行われていなかった

　　→　平成30年度も，算定要件を満たしていなかったため，
　　　　給付費を返還した事例がありました。

◎賃金，工賃
　・工賃支給規程が定められておらず，適切な額の工賃が支払われていなかった。

　・工賃算定に当たり，利用日数の少ない利用者を計算から除外していた。

○人員に関する基準
　・調理員や送迎員等，人員配置に含まれない職種として働いていた時間を支援

　　員としての勤務時間に含めていた。

　・県に届け出ている勤務形態一覧表と実際の職員配置（職員数や勤務時間など）

　　が異なっていた。

○事業所の設備
　・多機能型事業所において，各サービスごとに活動場所が分けられていなかった。

　・県に届出のないまま設備の用途を変更していた。

○掲示物
　・利用契約書のひな型を掲示していなかった。

　・避難経路図を掲示していなかった。

～特に指摘の多かった事項～

主な指摘事項

2013642gy
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○契約支給量の報告等
　・受給者証に必要事項を記載していなかった。

○サービス提供の記録
　・サービス提供の記録について，利用者から確認を受けていなかった。

○介護（訓練等）給付費の法定代理受領額に係る通知等
　・利用者に対して介護（訓練等）給付費の法定代理受領額を通知していなか

　　った（通知を確認できなかった）

○施設外支援，施設外就労
　・人員配置基準や，訓練目標に関する達成度の評価等の要件を満たさない

　　まま，施設外支援，施設外就労を行っていた。

　・施設外就労を行っている利用者の中に，個別支援計画に施設外就労の記載

　　がない利用者がいた。

○非常災害対策
　・非常災害時における利用者の安全の確保等のために必要な措置に関する

　　計画を作成していなかった。

○虐待等の禁止
　・虐待防止に関する対応マニュアル及び研修計画が策定されていなかった。

○会計の区分
　・福祉事業会計と，生産活動に関する会計が区分されていなかった。

　・多機能型事業所等において，サービスの種別ごとに会計を区分していな

　　かった。

○変更の届出
　・人員や設備の用途を変更していたが，変更届を提出していなかった。

●人員に関する基準，設備に関する基準，

運営に関する基準を遵守しているか

●加算を算定する場合は，

算定の要件についてしっかり確認を行っているか

●実地指導において指摘のあった事項について，

改善を行い，従業者に周知を図っているか

もう一度再確認を！

2013642gy
テキストボックス
4



出展：国立リハビリテーションセンター作成
　　　平成24年度サービス管理責任者等指導者養成研修資料（一部改変）
http://www.rehab.go.jp/College/japanese/training/24/serviceskanri_doc.html
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◎サービス管理責任者が自己の責任において，客観的に利用者のニーズ（課題）を把握する。

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則47条
（平成25年宮城県規則第39号，以下宮城県条例規則という。他のサービスも同様の規定あり。）

２　サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者
　について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通
　じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメント」とい
　う。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切
　な支援内容の検討をしなければならない。

３　アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合におい
　て、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なけれ
　ばならない。

利用者・家族のニーズ
（≠要望）

身体的・能力的・精神的
に抱えている潜在的問題

etc…

・面接を行っていない。

・面接を行っているが，記録が残っていない。

・面接の際に面接の趣旨を利用者に説明していない。

・面接をサービス管理責任者以外が行っている。

・利用者と面接
・家族と面接

・関係機関（病院や他の事業所等）と連携
・支援員が記載しているケース記録

課題の把握

課題の整理

主な指摘事項

アセスメント(課題の把握)
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利用者,家族への説明(文書の同意)
↓

計画書の交付

会議の開催
↓

支援員等の意見の反映（保存）

会議内容を踏まえて，計画の原案を修正

・利用者or家族の文書の同意を得ていない。
・利用者へ計画書を交付していない。
・交付や文書同意が計画開始前にされていない。

・サービス管理責任者以外が作成している。
・短期と長期の目標を作成することが望ましい
・会議を開いていない。（議事録が残っていない）

主な指摘事項

アセスメントをまとめる（保存）

計画原案の作成（保存）
利用者,家族の意向／支援の方針／目標,達成時期の設定／他機関との連携

宮城県条例規則４７条
４　サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びそ
　の家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課
　題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を
　記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療
　養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス
　等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

５　サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介護
　の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項に規定する療養介
　護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

６　サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又
　はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

７　サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に
　交付しなければならない。

計 画 の 作 成
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・

再度
　アセスメント
　計画の作成

を行い，利用者又は家族へ説明及び同意を得る。

宮城県条例規則４７条
８　サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者につい
   ての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに，少なくとも
   六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとす
   る。（注:自立訓練・就労移行支援は3か月に一度）

９　サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に
   行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
　一 　定期的に利用者に面接すること。
　二 　定期的にモニタリングの結果を記録すること。

１０　第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

（6か月に一度）計画の見直し

・計画内容が一律で同じである(検討をしていない)。
・見直しにあたって，計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。
　（計画に変更がない場合を含む）

これらを加味して
新しい計画を作成

主な指摘事項

・期間ごとに，見直しを行っていない。
・利用者と面接していない。
・家族と連絡をとっていない。

利用者の満足度は？
計画変更の必要性の検討

（検討過程を記録に残す）

サービスはスムーズに
提供されたか？

目標未達成目標達成

何故達成しなかったか？
･計画(目標設定)に問題があった
･支援の内容に問題があった　など

モニタリング(計画の評価)・計画の見直し
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１ 実地指導について 

（１）目的 

   障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，指定障害福祉

サービス事業者等（※仙台市に設置の事業所等を除く）に対し，対象サービス等の質の

確保，並びに自立支援給付等の適正化を図ることを目的に実地指導を行います。事業所

等の運営が健全かつ円滑に行われるよう，関係法令に基づき自立支援給付等対象サー

ビス等の内容，及び自立支援給付費等に係る費用の請求に関する指導を行います。 

また，業務管理体制の適正化を図ることを目的に，業務管理体制の整備・運用状況を

確認します。 

 

（２）根拠法令 

   障害者総合支援法第 11 条第２項，第 51 条の３第１項， 

児童福祉法第 34 条の５，第 46 条，第 57 条の３の３ 

 

（３）指導形態 

① 集団指導 

全ての指定サービス事業者等に対し，必要な指導の内容に応じ講習会方式により

実施します。（年に１～２回） 

 

② 実地指導 

   指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実地します。 

対  象 実施時期 

指定障害福祉サービス事業所，指定相談支援事業所，指定

障害児通所支援事業所 

概ね３年に１回 

指定障害者支援施設，指定自立医療機関及び児童福祉施設 概ね２年に１回 

新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業所 指定から６か月を

目安に実施 

利用者，職員，県民等からの虐待通報，苦情，人員配置や

請求に関する不正疑いの情報提供があった場合など，必要

と認められた場合 

随時 

※ 内容によっては，事業所における現状確認のため，対象事業者等に事前の通知を

行わずに実地指導を行う場合があります。ご理解とご協力をお願いします。 

※ 平成２９年度から，市町村が障害者総合支援法第 10条に基づき県の実地指導に

同行し指導を行っています。 

※ 著しい運営基準違反等の疑いが生じた場合は，実地指導を中止し直ちに監査を

行うことがあります。 

令和元年度実地指導の実施について 
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※ 当該年度の障害者総合支援法等に基づく実地指導の計画策定の際，社会福祉法

に基づく法人監査おける障害福祉サービス事業所等に対する実地指導の実績につ

いても考慮し計画を策定します。 

 

（４）実地指導の流れ 

  （県）実地指導実施の通知送付 →（事業者等）事前提出資料の提出 → 実地指導 

→（県）結果送付（2 か月後目安）→（事業者等）改善報告書の提出（１か月後） 

   ※ 指導結果の通知を待たずに改善できるところは改善してください。 

 

（５）実地指導当日の流れ（所要時間目安：４時間） 

内 容 留意点 

１ 名刺交換・挨拶  

２ 施設内ラウンド ・届け出図面と現況が一致するか 

・利用者の選択の参考となる資料は掲示されているか 

（例：運営規程，重要事項説明書，利用契約書ひな形） 

・衛生管理は適切か 

（例：手洗い場に石けん，ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ，消毒液の設置など） 

・非常災害対策はされているか 

（例：非常設備（消火器等）の設置，非常災害対策計画の

策定，避難経路の掲示） 

 

３ 書類確認及び 

聞き取り 

・セルフチェックシート等の事前提出資料に基づき，関係書

類を確認します。 

＜聞き取り対応者例＞ 

・施設運営全般について→管理者 

・利用者支援について→サービス管理責任者， 

児童発達支援管理責任者 等 

・請求関係→請求担当職員 

 

４ 担当打合せ ・実地指導者のみによる打合せ 

５ 講評  
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２ 令和元年度実地指導重点事項について 

※ 資料１ 平成 30 年度実地指導の結果を参照して下さい。 

 

（１）個別支援計画（平 18 厚令 171 第 58 条ほか） 

   前年度の実地指導において、個別支援計画作成の手続きが適切に行われていない事

例が見受けられました。 

  ○ サービス管理責任者が計画を作成しているか 

○ モニタリングを行い，記録を作成，保管しているか 

○ アセスメントを面談により行い，記録を作成，保管しているか 

○ 計画原案を作成，保管しているか 

  ○ 計画原案の内容を会議において検討しているか 

  ○ 計画原案の内容について利用者又はその家族に説明し、同意を得ているか 

   など一連の流れを確認します。 

 なお，個別支援計画を作成の際，アセスメント記録での代用や，口頭のみで利用者へ

説明を行うなど，個別支援計画としての記録が残っていない場合は，個別支援計画未作

成となり，個別支援計画未作成減算が適用されるので御注意下さい。 

 

（２）各種加算 （報酬告示ほか） 

前年度の実地指導において，各種加算の要件に係る不備が多数認められました。加算

要件を満たし適正な障害福祉サービスの提供を行っているかについて，各要件を満た

す事が確認できる資料などを確認します。 

特に指摘の多い加算 

○ 施設外就労加算→要件を満たしていない（人員配置，運営規程への明記，個別支援

計画への明記，緊急時の対応，業務委託元との契約書，月２回の

目標達成度の評価の記録など） 

○ 欠席時対応加算→状況の確認の記録に加え，相談援助の記録が必要 

○ 送迎加算→居宅以外の場所からの送迎は同意書が必要 

 

（３）基本報酬（平 18 厚労告 523 別表第 12～14，H30.7.26 厚労省事務連絡） 

  ○ 実地指導では，前年度の事業実績が要件となる報酬について，算定の誤りが多数見

られました。 

「前年度の就労定着者数」「前年度の平均労働時間」「前年度の平均工賃月額」の計

算内容を確認しますので，前年度の利用状況を確認できる資料を準備願います。 

  ○ 平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定により、放課後等デイサービスの利用児

童の新たな指標が設けられ、指標により判定された重度の区分に該当する児童の割

合に基づき、放課後等デイサービス事業所の基本報酬が決まることとなりました。 

実地指導においては，放課後等デイサービスの利用児童のうち，指標により判定さ
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れた児童の区分を確認しますので，関係資料を準備願います。 

 

（４）人員配置基準等 （平 18 厚令 171 第 78 条，平 18 厚令 171 第 66 条ほか） 

前年度の実地指導において，人員配置基準違反や違反が疑われる事例が散見されまし

た。届け出のとおり，必要な人員が必要な時間，当該事業所に勤務し，任命されている

業務に従事しているか確認します。 

○ 管理者が，従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか，名義のみ

の管理者ではないか確認します。 

○ 多機能型において，複数のサービスを兼務している従業者は，就業時間の合計が１

日に勤務すべき時間に達していたとしても，サービス毎に必要な「１人以上配置すべ

き常勤職員」とすることはできません。 

  なお，この取扱いは，令和 2年度から適用することとします。（本年度中は移行期

間とします） 

 

（不適切な事例） 

・ 生活支援員，職業指導員として届け出ているが，実際には事務の業務を行ってい

る。 

・ 管理者の勤務状況が届け出の時間と異なっている。勤務実態が確認できない。 

・ A 事業所の専従の従事者が，同法人内の B 事業所にも従事している。 

・ サービス管理責任者，生活支援員，職業指導員等として１日勤務することになっ

ているが，届け出時間どおり勤務していない。法人の業務等に従事するために頻繁

に事業所から離れている。 

 

（５）賃金及び工賃 （平 18 厚令 171 第 85 条,第 192 条,第 201 条ほか） 

   利用者に対する賃金及び工賃を適正に支払っているか，また，工賃向上のためどのよ

うな取り組みを行っているか確認します。 

 

※ 利用者に対する賃金及び工賃の支払いに当たっては，原則として自立支援給付を

充ててはならない。 

※ 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に

相当する金額が，利用者に支払う賃金の総額以上となっているか。 

 

（６）会計の区分（平 18 厚令 171 第 41 条） 

事業所ごとに経理を区分するとともに，サービスごとに会計を区分しているか，また， 

その会計は「就労支援の事業の会計処理の基準」に則り，適切に処理されているか，積

立金の積み立て方法や金額は適切か，などを確認します。 

 

【根拠法令等】 

法：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法第 123 号） 

施行規則：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成 18 年省
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令第 19 号） 

平 18 厚令 171：障害者に日常生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚労省令第 171 号） 

H28.4.1 付け障第 8 号：預り金の管理に係る取扱指針について(H28.4.1 付け障第 8 号宮城県保健

福祉部長) 

H28.9.9 付け障障発 0909 第 1 号：障害者支援施設等における利用者の案全確保及び非常災害時の

体制整備の強化・徹底について（H28.9.9 付け障障発 0909 第 1

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長） 
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算について 

１． 特定処遇改善加算について 

① 介護・障害福祉サービス事業所における勤続年数１０年以上の介護福祉士等につい

て月額平均８万円相当の処遇改善を行うもの。 

② 他の介護職員などの賃金改善にこの処遇改善を充てることも可能。 

③ 令和元年１０月１日から適用開始。 

  

２．加算の取得要件及び区分について 

① 現行の福祉・介護職員処遇改善加算のⅠ～Ⅲのいずれかを取得していること。 

② 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関して，「資質の向上」・「労働環

境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに１つ以上の取組を行っていること。 

③ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について，ＨＰへの掲載等を通じた見え

る化を行っていること。 

④ 上記３件の要件を全て満たした上で，福祉専門職員配置等加算（居宅介護・重度訪

問介護・同行援護・行動援護にあっては特定事業所加算）を算定している場合は特

定加算Ⅰ，算定していない場合は特定加算Ⅱとなる。 

※③の見える化要件については、2020年度からの算定要件となっているため，2019

年度分については①及び②が当該加算の取得要件となる。 

 

３．賃金改善の対象者及び配分方法について 

  賃金改善の対象となるグループ 

① 経験・技能のある障害福祉人材 

    介護福祉士等の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続１０年以上の

介護職員等を基本とするもの。（他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等

を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとなっている） 

② 他の障害福祉人材 

    経験・技能のある障害福祉人材を除く障害福祉人材をいう。 

③ その他の職種 

①及び②以外の職員をいう。 

 

事業所における配分方法 

① 「経験・技能のある障害福祉人材」のうち一人以上は，賃金改善に要する費用の見

込額が月額平均８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上

であること。（小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等，当該賃金改善が

困難な場合は合理的な説明を求めることとする。） 

② 「経験・技能のある障害福祉人材」は，「他の障害福祉人材」の賃金改善見込額の平

均の２倍以上であること。 
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③ 「他の障害福祉人材」は，「その他の職種」の賃金改善見込額の平均の２倍以上であ

ること。 

④ 「その他の職種」の全員の賃金改善後の賃金見込額が年額４４０万円を上回らない

こと。 

 

４．届出先について 

  福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の届出を提出した機関と同じ機関へ提出 

（１）仙台市以外の事業所を法人一括届出する場合…県障害福祉課 

（２）仙台市以外の事業所を単独届出する場合 

イ 居宅介護，重度訪問介護，行動援護，同行援護，重度障害者等包括支援，共同生活

援助（日中サービス支援型を含む），短期入所及び障害児通所支援（通所による障害福

祉サービスとの多機能の場合及び児童発達支援センターの場合を除く。），居宅訪問型

児童発達支援 

…事業所を所管する県保健福祉事務所又は同地域事務所母子・障害担当班  

ロ イ以外の障害福祉サービス，障害児入所支援及び障害児通所支援（通所による障害

福祉サービスとの多機能の場合及び児童発達支援センターの場合のみ） 

…県障害福祉課 

（３）基準該当事業所の場合 

…指定を受けている市町村の障害福祉担当課。なお，法人一括届出により他の指定障害

福祉サービスを併せて届出する場合は，同じ届出を県障害福祉課へも提出願います。 

  ※ 仙台市内の事業所の届出先 

   ① 訪問系サービス，短期入所・・・仙台市障害者支援課地域生活支援係 

   ② 就労系サービス     ・・・仙台市障害企画課社会参加係 

③ 児童系サービス，共同生活援助（日中サービス支援型を含む），生活 

     介護，施設入所支援，自立訓練，療養介護 

                ・・・仙台市障害者支援課施設支援係 

５．提出書類について 

（１）福祉・介護職員等特定処遇改善計画書（別記様式２）【必須】 

  （２）福祉・介護職員等特定処遇改善計画書（別記様式２（添付書類１～４）） 

                             【該当する場合】 

  （３）その他必要な書類（就業規則等） 

     【前年度届出時に提出されたものから変更がない場合は提出不要】 

  （４）提出書類チェックリスト【必須】 
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６．提出期限について 

加算を取得しようとする月の前々月の末日まで 

（令和元年１０月１日から加算取得の場合は，令和元年８月３０日（金）必着） 

※上記の期限を過ぎて到着した場合は，１０月１日からの加算適用ではなく，１１月１

日からの加算適用となる。 

 

 

７．届出様式 

各様式については，仙台市と調整の上，７月中にホームページに掲載予定です。 
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令和元年度宮城県障害福祉関係施設介護人材確保支援事業補助金募集要領 

 

 

宮城県では，県内の障害福祉分野の人材確保・育成を図るため，無資格の方を雇用し，

介護業務に従事しながら雇用期間中の勤務の一部として，介護職員初任者研修・障害福祉

関連の研修を受講させる事業者に対し，予算の範囲内において研修受講費用及び研修受講

期間の代替職員相当分の人件費を補助する事業を実施し，以下のとおり申請事業者を募集

します。 

 

１ 補助対象者 

宮城県内において障害福祉サービス事業所等を運営している法人で，「２ 補助要件等」

を満たす法人 

 

２ 補助要件等 

〇宮城県内の対象施設にて，平成２８年４月１日以降に無資格者※を介護職員として雇用

した法人であること。 

 ※無資格者とは，介護職員初任者研修にあっては，宮城県介護職員初任者研修実施要

綱第２０に定める者以外で，介護職員初任者研修を修了していない者を指し，介護職

員初任者研修以外の研修にあっては，「３ 補助内容」に定める各研修の未修了の者を

指す。 

〇以下に定める研修受講期間に対象となる研修を受講させ，修了させること。 

〇宮城県内の対象施設で，介護業務に従事させること。 

 （経理や営業など直接的支援以外の業務は除く。） 

対象施設 

〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 

１８年法律第１２３号），児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

に基づき，宮城県知事等が指定した事業所等（詳しくは別表１を参照） 

〇市町村長が登録する基準該当事業所 

○介護保険事業所（詳しくは別表１を参照） 

雇用形態等 

〇雇用形態は，正規・非正規を問わない。 

〇勤務日数・勤務時間については，週３日以上かつ週１０時間以上とす

る。雇用するにあたり，公募の必要はない。 

研修受講期間 
〇平成３１年４月１日（月）から令和２年３月３１日（火）まで 

※令和２年３月３１日までに研修を修了しなければならない。 

 

３ 補助内容 

  受講料については，研修受講料，研修受講に係る教材費が対象となります。消費税及

び地方消費税を含み，研修に係る旅費は除きます。 

対象となる研修

名 

補助対象経費 補助額 補助事業者 

介護職員初任者

研修 

受講料 定額（上限額９６千円/人） 障害福祉サービ

ス事業所等 代替職員の人

件費相当分 

①通学の場合：定額１５２千円/人 

②通信の場合：定額１０５千円/人 

居宅介護職員初

任者研修 

受講料 定額（上限額６２千円/人） 障害福祉サービ

ス事業所等 代替職員の人

件費相当分 

①通学の場合：定額１５２千円/人 

②通信の場合：定額１０５千円/人 

同行援護従業者

養成研修（一般

課程） 

受講料 定額（上限額３０千円/人） 障害福祉サービ

ス事業所等，介護

保険事業所 

代替職員の人

件費相当分 

定額（上限額２３千円/人） 
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同行援護従業者

養成研修（応用

課程） 

受講料 定額（上限額２０千円/人） 障害福祉サービ

ス事業所等，介護

保険事業所 
代替職員の人

件費相当分 

定額（上限額１４千円/人） 

強度行動障害支

援者養成研修

（基礎研修） 

受講料 定額（上限額２５千円/人） 障害福祉サービ

ス事業所等，介護

保険事業所 
代替職員の人

件費相当分 

定額（上限額１４千円/人） 

強度行動障害支

援者養成研修

（実践研修） 

受講料 定額（上限額２５千円/人） 障害福祉サービ

ス事業所等，介護

保険事業所 
代替職員の人

件費相当分 

定額（上限額１４千円/人） 

喀痰吸引等研修

（３号研修） 

受講料 定額（上限額２６千円/人） 障害児通所支援

事業所 代替職員の人

件費相当分 

定額（上限額１１千円/人） 

 

４ 募集期間 

  令和元年７月１日（月）から令和元年２月２８日（金）まで 

 

５ 補助予定人数 

  ３０名 

 

６ 留意事項  

（１）交付決定後に，補助所要額の増額は認められないので注意願います。 

（２）本事業による補助対象経費について，国，県，市町村等から，他の事業による補助

や委託等を受けている場合，本事業に応募することはできません。 

（３）補助予定人数を超える応募があった場合，その時点で募集を締め切ります。 

（４）１法人あたり申請は５人を限度とします。 

（５）介護職員初任者研修等の開講状況等は，県のホームページを確認してください。 

   （介護職員初任者研修） 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/kaigoinyousei.html   

   （居宅介護従業者養成研修） 

https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/1304.html 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/kaigoinyousei.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/1304.html
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７ 事業の主な流れ 

手続きの流れ 申請事業者が行う手続き 

１ 交付申請 

県へ交付申請書（様式第１号）の提出 

□申請事業総括表 

□事業計画書（採用通知書及び労働条件通知書添付） 

□受講者の履歴書 

□所要額調書 

□歳入歳出予算書の抄本 

□県税に未納がないことの証明書 

□暴力団排除に関する宣誓書 

□補助金交付決定前着手届（様式第７号。県の交付決定

前に研修を受講させる場合のみ） 

    ↓ ↓ 

２ 審査・決定通知  

    ↓  ↓ 

３ 事業開始 
交付決定額から１０%以上の減少を伴う場合は，変更申請

（様式第２号）を行って下さい。 

    ↓          ↓ 

４ 事業完了 

県へ実績報告書（様式第５号）の提出 

□事業実績総括表 

□事業実績報告書 

（受講者が勤務時間内に研修を受講したことが分かる書類，

法人の受講料負担額が分かる書類，受講者の介護職員初任者

研修修了証の写し添付） 

□所要額精算調書 

□歳入歳出決算書（見込書）の抄本 

    ↓ ↓ 

５ 確定金額通知・支払い 口座振替依頼書（任意様式）の提出 

 

８ 申請書類等の提出先 

宮城県保健福祉部障害福祉課企画推進班 

〒980-8570  

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

TEL：022-211-2538  FAX：022-211-2597 
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別表１ 

施設等の種類 

○障害福祉サービス事業所等 

居宅介護事業所 

重度訪問介護事業所 

行動援護事業所 

同行援護事業所 

重度障害者包括支援事業所 

療養介護事業所 

生活介護事業所 

短期入所事業所 

相談支援事業所 

自立訓練（機能訓練）事業所 

自立訓練（生活訓練）事業所 

就労移行支援事業所 

就労継続支援 A 型事業所 

就労継続支援 B 型事業所 

就労定着支援事業所 

自立生活援助事業所 

共同生活援助（グループホーム）事業所 

障害者支援施設 

児童発達支援事業所 

放課後等デイサービス事業所 

居宅訪問型児童発達支援事業所 

保育所等訪問支援事業所 

障害児入所施設 

（基準該当事業所を含む） 

 

○介護保険事業所 

介護療養型医療施設 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

小規模多機能型居宅介護 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型通所介護 

通所介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

特定施設入居者生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型通所介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

訪問介護 

訪問入浴介護 

夜間対応型訪問介護 

 

 

2013642gy
テキストボックス
２０



指定障害福祉サービス事業者等集団指導 

宮城労働局説明資料 

 

労働基準関係法令について 

 

１ 「働き方改革」と労働基準関係法令について 

 

 

 

２ 労働基準関係法令の改正について 

（１） 時間外労働の上限規制 

 

 

（２） 年５日の有給休暇の確実な取得 

 

 

（３） 労働条件の明示方法 

 

 

（４） 産業医・産業保健機能の強化と長時間労働者に対する面接指導制度 

 

 

３ 「働き方改革」推進のための支援 

（１） 労働時間相談・支援コーナー 

 

 

（２） 宮城働き方改革推進支援センター 

 

 

（３） その他の支援ツール等 
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時間外労働の上限規制 

わかりやすい解説 

2019年４月施行 
※中小企業への適用は2020年４月 

 時間外労働の上限規制が 
   大企業：2019年４月から 中小企業：2020年４月から 
 導入されます。 

働き方改革関連法解説（労働基準法／時間外労働の上限規制関係） 
(2019/03) 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 
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働き方改革の目指すもの 
 
 「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔
軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。 
 
 日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、
「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、
投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡
大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。 
 
 働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択でき
る社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人
一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指
します。 

時間外労働の上限規制 
 
 長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭
生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻
む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。 
 
 長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バラン
スが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の
向上に結びつきます。 
 
このため、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正さ
れ、時間外労働の上限が法律に規定されました。 

1 

 第196回通常国会において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律」が成立しました。 

  （法律の概要等はこちら↓） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html  

 

 

 

 本パンフレットでは、その中の「時間外労働の上限規制」について解説します。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
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目次    

2 

上限規制への対応 P.15 

36協定届の新しい様式 P.10 

  実務対応編 Ⅱ 

Q＆A P.19 

  Q＆A Ⅲ 

時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 
 ・時間外労働 ・・・年720時間以内 
 ・時間外労働＋休日労働 ・・・月100時間未満、２～６か月平均80時間以内 
とする必要があります。 

原則である月45時間を超えることができるのは、年６か月までです。 

法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断
されます。 

大企業への施行は2019年４月ですが、中小企業への適用は１年猶予され2020年
４月となります。 

労働基準法における労働時間の定め P.3 

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 P.8 

改正内容（時間外労働の上限規制） P.4 

  法令解説編 Ⅰ 

法改正のポイント 

36協定届作成支援ツール、３６協定届の電子申請 P.22 

  （参考） Ⅳ 

相談窓口のご案内 P.23 
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労働基準法における労働時間の定め 

 労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。

これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与

えることとされています（このパンフレットではこれを「法定休日」といいます。）。 

 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合に

は、 

 労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結 

 所轄労働基準監督署長への届出 

 が必要です。 

 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなけ

ればなりません。 

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きを

とらなければ、これを延長することはできません。 

    時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。 

 これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示（※）によって、

上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなけ

ればならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、

限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。 

  （※）労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準（限度基準告示） 

これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていま
した。 

3 

Ⅰ．法令解説編 

Point１の労働時間・休日に関する原則は今回の法改正によっても変わりません。 

今回の改正によって、Point２のこれまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付

きで法律に規定されました。（改正内容は次ページ） 

！ 

労働時間・休日に関する原則 

法律で定められた労働時間の限度 

１日 ８時間 １週 40時間 及び 
これを超えるには、 

36協定の締結・届出が必要です。 
法律で定められた休日 

毎週少なくとも１回 
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改正内容（時間外労働の上限規制） 
       （大企業：2019年４月～、中小企業：2020年４月～） 
 

 

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。 
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限
が設けられます。 

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けるこ

とで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰

則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることの

できない上限が設けられます。 

4 

（改正前） 上限規制の
イメージ 

１年間＝12か月 

法定労働時間 
１日８時間 
週40時間 

上限なし 
(年６か月まで) 

大臣告示による上限 
（行政指導） 
月45時間 
年360時間 

（改正後） 
法律による上限 
(特別条項/年６か月まで) 
年720時間 
複数月平均80時間＊ 
月100時間未満＊ 

         ＊休日労働を含む  

 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間と

なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。 

 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなけれ

ばなりません。 

 時間外労働が年720時間以内 

 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 

 時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か月平

均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり80時間以内 

 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度 

 上記に違反した場合には、罰則（６か月以下の懲役または30万円以下の罰金）が科され

るおそれがあります。 

法律による上限 
（原則） 
月45時間 
年360時間 

特別条項の有無に関わらず（※）、１年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月

100時間未満、２～６か月平均80時間以内にしなければなりません。 
！ 

（※）例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働＝44
時間、休日労働＝56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。 
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5 

    中小企業への上限規制の適用は１年間猶予されます。 

業種 
資本金の額または
出資の総額 

常時使用する 
労働者数 

小売業 5,000万円以下 

または 

50人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 

その他 
（製造業、建設業、運輸業、その他） 

３億円以下 300人以下 

 上限規制の施行は2019年４月１日ですが、中小企業に対しては１年間猶予され2020年

４月１日からとなります。 

 中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者

の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。

なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。 

※業種の分類は、日本標準産業分類に従って判断されます。 

業種 日本標準産業分類 

小売業 大分類I（卸売業、小売業）
のうち 

中分類56（各種商品小売業）、中分類57（織物・衣服・身の回り品小売
業）、中分類58（飲食料品小売業）、中分類59（機械器具小売業）、中
分類60（その他の小売業）、中分類61（無店舗小売業） 

大分類M（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち 

中分類76（飲食店）、中分類77（持ち帰り・配達飲食サービス業） 

サービス業 大分類G（情報通信業）のう
ち 

中分類38（放送業）、中分類39（情報サービス業）、中分類411（映像
情報制作・配給業）、中分類412（音声情報制作業）、中分類415（広告
制作業）、中分類416（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス
業） 

大分類K（不動産業、物品賃
貸業）のうち 

中分類693（駐車場業）、中分類70（物品賃貸業） 

大分類L（学術研究、専門・
技術サービス業） 

大分類M（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち 

中分類75（宿泊業） 

大分類N（生活関連サービス
業、娯楽業） 

ただし、小分類791（旅行業）は除く 

大分類O（教育、学習支援
業） 

大分類P（医療、福祉） 

大分類Q（複合サービス業） 

大分類R（サービス業＜他に
分類されないもの＞） 

卸売業 大分類I（卸売業、小売業）
のうち 

中分類50（各種商品卸売業）、中分類51（繊維、衣服等卸売業）、中分
類52（飲食料品卸売業）、中分類53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売
業）、中分類54（機械器具卸売業）、中分類55（その他の卸売業） 

その他（製造業、
建設業、運輸業、
その他） 

上記以外のすべて 

（参考）日本標準産業分類（2013年10月改定（第13回改定））  
      http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm  
（大分類） 

A.農業，林業 B.漁業 C.鉱業，採石業，砂利採取業 D.建設業 E.製造業 F.電気・ガス・熱供給・水道業  
G.情報通信業 H.運輸業，郵便業 I.卸売業，小売業 J.金融業，保険業 K.不動産業，物品賃貸業 
L.学術研究，専門・技術サービス業 M.宿泊業，飲食サービス業 N.生活関連サービス業，娯楽業 
O.教育，学習支援業 P.医療，福祉 Q.複合サービス事業 R.サービス業（他に分類されないもの）  
S.公務（他に分類されるものを除く）  T.分類不能の産業 

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
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    上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。 

    上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。 

 以下の事業・業務については、上限規制の適用が５年間猶予されます。 

事業・業務 猶予期間中の取扱い 
（2024年３月31日まで） 

猶予後の取扱い 
（2024年４月１日以降） 

建設事業 

上限規制は適用されません。 

災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がす
べて適用されます。 
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労
働と休日労働の合計について、 
月100時間未満 
２～６か月平均80時間以内 
とする規制は適用されません。 

自動車運転
の業務 

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時
間外労働の上限が年960時間となります。 
時間外労働と休日労働の合計について、 
月100時間未満 
２～６か月平均80時間以内 
とする規制は適用されません。 
時間外労働が月45時間を超えることができる
のは年６か月までとする規制は適用されません。 

医師 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとさ
れています。 

鹿児島県及
び沖縄県に
おける砂糖
製造業 

時間外労働と休日労働の合計に
ついて、 
月100時間未満 
２～６か月平均80時間以内 
とする規制は適用されません。 

上限規制がすべて適用されます。 

 新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。 

なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発

業務については、 １週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働

者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。 

事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更

や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。 

 施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年４月１日（中小企業は2020年４

月１日）以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年３月

31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から１年間は引き続

き有効となり、上限規制は適用されません。 

    2019/4/1 

2019/3/31以前と2019/4/1以後に跨がる期間
の協定は、１年間は引き続き有効。 

2019/3/31 

2020/3/31 

１年経過以後は（2019/10/1開始の協定からは）
上限規制が適用。 

施行日 

2018/10/1 2019/9/30 2019/10/1 2020/9/30 

2019/4/1 

2019/4/1から始まる期間の協定は、
上限規制が適用 

（例）36協定の始期が 
   2019/4/1の場合 

（例）36協定の始期が 
   2018/10/1の場合 

2013642gy
テキストボックス
３０



7 

コラム 「所定」と「法定」の違い 
 今回の法改正の内容を正しく理解していただくには、まず「時間外労働」と「休日労
働」について、法律上の規定を正しく理解していただくことが必要です。 
 

 時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が
異なっている場合があるので注意が必要です。 

いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指す
と考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基
準法で定められた「法定労働時間」（１日８時間・１週40時間）を超える時間のことを
いいます。（このパンフレットにおける「時間外労働」は、後者を指しています。） 

 
 
 
 
 
 

 休日労働についても同様に注意が必要です。 

いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多
いのではないでしょうか。一方、法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた「法
定」休日に労働した時間のことをいいます。 

労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも１回休日を与えな
ければならないとされています。このため、「法定」休日とは、１週間につき１日の休
日のことをいいます。（このパンフレットにおける「休日労働」は、法定休日に労働さ
せることをいいます。） 

ここも注目 労働時間の適正な把握（労働安全衛生法の改正） 

 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、
使用者には、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務があります。 

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成
29年）では、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。 

 

 

 このガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外と
なっていますが、今回の法改正においては、長時間労働者に対する医師による面接指導
の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、これらの方の労働時間の状況（※）に
ついても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりまし
た。 
※労働時間の状況･･･いかなる時間帯にどのくらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかという概念。 

 

 労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的
な方法や使用者による現認が原則となります。これらの方法をとることができず、やむ
を得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で自己申告によ
ることができます。 

 事業者は、労働時間の状況の記録を作成し、３年間保存する必要があります。 

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 

   ☞ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html  

例えば、始業時刻が9:00、休憩時間が12:00～13:00、終業時刻が17:30の会社であれば、所定労働時間は
7:30となります。 

この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、
法律上の「時間外労働」は無しとなります。ただし、残業手当の算定基準を、「所定労働時間」を超える時
間とするか、「法定労働時間」を超える時間とするかは、労使の定めによって決まります。 

例えば、毎週土曜・日曜を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定めている事業場であれば、土曜日に労働
した時間は「法定」休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となります。 

月曜～土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウント
されるので、注意が必要です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
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36協定で定める時間外労働及び休日労働について留
意すべき事項に関する指針 

8 

今回の法改正とあわせて、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新

たに指針を策定しました。３６協定の締結に当たっては、この指針の内容に留意してくださ

い。 

使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負いま
す。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する
必要があります。（指針第３条） 

36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第５条の安全配慮義務を負うこ
とに留意しなければなりません。 

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（平成13年12月12日付け基発第1063号厚

生労働省労働基準局長通達）において、 

１週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心
臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること 

さらに、１週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は２～６か月平均で80時
間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること 

 に留意しなければなりません。 

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。（指針第２条） 

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十
分意識した上で36協定を締結する必要があります。 

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にして
ください。（指針第４条） 

例えば、各種の製造工程において、それぞれ労働時間管理を独立して行っているにもかか
わらず、「製造業務」とまとめているような場合は、細分化は不十分となります。 

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を超え
ることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる
限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時
間にできる限り近づけるように努めてください。（指針第５条） 

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見すること
のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場
合をできる限り具体的に定めなければなりません。 
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くお
それがあるものは認められません。 

2013642gy
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１か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を超えな
いように努めてください。（指針第６条） 

（※）目安時間 １週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間 

休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。
（指針第７条） 

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。 
（指針第８条） 

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中
から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。 

(1) 医師による面接指導 

(2) 深夜業（22時～５時）の回数制限 

(3) 終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル） 

(4) 代償休日・特別な休暇の付与 

(5) 健康診断 

(6) 連続休暇の取得 

(7) 心とからだの相談窓口の設置 

(8) 配置転換 

(9) 産業医等による助言・指導や保健指導 

限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案
し、健康・福祉を確保するよう努めてください。（指針第９条、附則第３項） 

限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘
案することが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超
えて時間外労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努め
なければなりません。 

限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案
することが望ましいことに留意しなければなりません。 

時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、限度時
間を超える場合でも、(1)１か月の時間外労働及び休日労働の時間、 (2)１年の時間外労働
時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。 

限度時間を超える時間外労働については、25％を超える割増賃金率とするように努めなけ
ればなりません。 

限度時間を超えて労働させる場合、月末２週間に80時間、翌月初２週間に80時間、合わせて連

続した４週間に160時間の時間外労働を行わせるなど、短期に集中して時間外労働を行わせるこ

とは望ましくありません。 

！ 

2013642gy
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36協定届の新しい様式 

今回の法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要が

ある事項が変わりました。このため、36協定届の新しい様式を策定しています。 

 時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した

上で、36協定届（様式第９号）を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。 

 臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・年360

時間）を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について

協定した上で、36協定届（様式第９号の２）を所轄労働基準監督署長に提出する必要が

あります。 

新しい36協定において協定する必要がある事項 

限
度
時
間
を
超
え
る
場
合 

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における 
１か月の時間外労働＋休日労働の合計時間数 （100時間未満） 
１年の時間外労働時間 （720時間以内） 

限度時間を超えることができる回数（年６回以内） 

限度時間を超えて労働させることができる場合 

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 

限度時間を超えて労働させる場合における手続 

10 

新しい36協定において協定する必要がある事項 

労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 

労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲 

対象期間（１年間に限る） １年の起算日 有効期間 

対象期間における 
 ✔１日  ✔１か月  ✔１年 
について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日 

時間外労働＋休日労働の合計が 
 ✔月100時間未満  ✔２～６か月平均80時間以内 
を満たすこと 

 P.6のPoint３のとおり、経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で

届出してください。 

したがって、大企業であれば2019年４月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業

であれば2020年４月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出してくださ

い。 

 ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届

出してもかまいません。 

Ⅱ．実務対応編 

2013642gy
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 また、用途に応じて以下の様式が制定されています。 

様式 用途 

様式第９号 一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合 

様式第９号の２ 限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合 

様式第９号の３ 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行
わせる場合 

様式第９号の４ 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外・休日労働を行
わせる場合 

様式第９号の５ 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、事業場外労働のみ
なし労働時間に係る協定の内容を36協定に付記して届出する場合 

様式第９号の６ 適用猶予期間中において、労使委員会の決議を届出する場合 

様式第９号の７ 適用猶予期間中において、労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合 

 新技術・新商品等の研究開発業務に関しては、時間外労働上限規制の適用除外とされて

いるため、一般労働者とは異なる様式となっています。（様式第９号の３） 

上限時間について法律の定めはないものの、限度時間（月45時間・年360時間）を超え

て労働する労働者に対する、健康・福祉確保措置について協定するよう努めなければな

りません。 

健康・福祉確保措置の内容については、以下のものから定めることが望ましいことに留
意してください。 

①医師による面接指導 

②深夜業（22時～５時）の回数制限 

③終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル） 

④代償休日・特別な休暇の付与 

⑤健康診断 

⑥連続休暇の取得 

⑦心とからだの相談窓口の設置 

⑧配置転換 

⑨産業医等による助言・指導や保健指導 

 P.６のPoint４で示している、適用が猶予される事業・業務については、猶予期間中

（2024年３月31日まで）の様式として、従前のものを踏まえた様式となっています。

（様式第９号の４、第９号の５、第９号の６、第９号の７） 

  ※従前の様式を流用いただくことも可能です。 

※労働者派遣等により、複数種類の様式を用いる必要がある場合には、便宜的に一つの様式に記載す

ることも可能です。 

新技術・新商品等の研究開発業務や、適用猶予事業・業務に従事する労働者について

も、上限規制に対応できる場合には、様式第９号、様式９号の２によって提出するこ

とができます。 

その場合、一般の労働者と同じ様式に記載することも可能です。 

！ 

※様式のダウンロードはこちら 
 検索ワード ☞働き方改革 厚労省 36協定 
         https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html 
 
        または 
 
       ☞労働基準関係主要様式 
         https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
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臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、できる限り

具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得な

い場合」など、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。 

 

 

「１日」「１か月」「１年」について、時間外労働の限度を定めてくだ
さい。 

 従来の36協定では、延長することができる期間は、「１日」「１日を超えて３か月以内

の期間」「１年」とされていましたが、今回の改正で、「１か月」「１年」の時間外労

働に上限が設けられたことから、上限規制の適用後は、「１日」「１か月」「１年」の

それぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。 

協定期間の「起算日」を定める必要があります。 

 １年の上限について算定するために、協定期間の「起算日」を定める必要があります。 

36協定の締結に当たって注意すべきポイント 

時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～６か月平
均80時間以内にすることを協定する必要があります。 

 36協定では「１日」「１か月」「１年」の時間外労働の上限時間を定めます。しかし、

今回の法改正では、この上限時間内で労働させた場合であっても、実際の時間外労働と

休日労働の合計が、月100時間以上または２～６か月平均80時間超となった場合には、

法違反となります。 

 このため、時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満、２～６か月平均80時間以内

とすることを、協定する必要があります。36協定届の新しい様式では、この点について

労使で合意したことを確認するためのチェックボックスが設けられています。 

限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情
がある場合」に限ります。 

 限度時間（月45時間・年360時間）を超える時間外労働を行わせることができるのは、

通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合

に限ります。 

（臨時的に必要がある場合の例） 

・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期のひっ迫  

・大規模なクレームへの対応 ・機械のトラブルへの対応 

！ 

ここも注目 過半数代表者の選任 
 36協定の締結を行う労働者の代表は、労働者（パートやアルバイト等も含む）の過半数

で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）が

行う必要があります。 

 過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります。 

 管理監督者でないこと 

 36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出

すること 

 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと（※） 

  （※会社による指名や、社員親睦会の代表が自動的に選出されること等は不適切な選出となります。） 

 さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができる

よう、必要な配慮（※）を行わなければなりません。 
  （※事務機器（イントラネットや社内メールも含む）や事務スペースの提供等） 
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3
6
協
定
で
締
結
し
た
内
容
を
協
定
届
（
本
様
式
）
に
転
記
し
て
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

 

–
3
6
協
定
届
（
本
様
式
）
を
用
い
て

3
6
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合

に
は
、
労
働
者
代
表
の
署
名
又
は
記
名
・
押
印
が
必
要
で
す
。

 
–
必
要
事
項
の
記
載
が
あ
れ
ば
、
協
定
届
様
式
以
外
の
形
式
で
も
届
出
で
き
ま
す
。

 


3
6
協
定
の
届
出
は
電
子
申
請
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

（
任
意
）
の
欄
は
、
記
載
し
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

 

労
働
時
間
の
延
長
及
び
休
日
の
労
働
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
労
使
当
事
者
は

こ
の
こ
と
に
十
分
留
意
し
た
上
で
協
定
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
使
用
者
は
協
定
し
た
時

間
数
の
範
囲
内
で
労
働
さ
せ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
労
働
契
約
法
第
５
条
に
基
づ
く
安
全
配
慮
義
務
を

負
い
ま
す
。

 

事
業
場
（
工
場
、
支
店
、
営
業

所
等
）
ご
と
に
協
定
し
て
く
だ

さ
い
。

 

労
働
保
険
番
号
・
法

人
番
号
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

 

こ
の
協
定
が
有
効
と

な
る
期
間
を
定
め
て

く
だ
さ
い
。
１
年
間

と
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
で
す
。

 

業
務
の
範
囲
を
細
分
化
し
、

明
確
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

 
事
由
は
具
体
的
に

定
め
て
く
だ
さ
い
。

 

対
象
期
間
が
３
か

月
を
超
え
る
１
年

単
位
の
変
形
労
働

時
間
制
が
適
用
さ

れ
る
労
働
者
に
つ

い
て
は
、
②
の
欄

に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

 

１
年
間
の
上
限
時

間
を
計
算
す
る
際

の
起
算
日
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
１
年
間
に
お

い
て
は
協
定
の
有

効
期
間
に
か
か
わ

ら
ず
、
起
算
日
は

同
一
の
日
で
あ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

１
年
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
数

を
定
め
て
く
だ
さ
い
。
①
は

3
6
0
時
間
以

内
、
②
は

3
2
0
時
間
以
内
で
す
。

 時
間
外
労
働
と
法

定
休
日
労
働
を
合

計
し
た
時
間
数
は
、

月
1
0
0
時
間
未
満
、

２
～
６
か
月
平
均

8
0
時
間
以
内
で
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
こ
れ
を
労
使

で
確
認
の
上
、
必

ず
チ
ェ
ッ
ク
を
入

れ
て
く
だ
さ
い
。

チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク

ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が

な
い
場
合
に
は
、

有
効
な
協
定
届
と

は
な
り
ま
せ
ん
。

 

押
印
も
必
要
で
す
。

 

金
属
製

品
製
造
業

 
○
○
金

属
工
業
株
式
会
社

 
○
○
工

場
 

○
○
○

 
○
○
○
○

 

○
○
市
○
○
町

１
－
２

－
３

 
○
○
○

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 

○
○
○
○
年

４
月

１
日

 
か

ら
１

年
間

 

○
○
○
○
年
４
月
１
日

 

受
注
の
集
中

 

月
末
の
決
算
事
務

 

設
計

 

臨
時
の
受
注
、
納
期
変
更

 

検
査

 

経
理

 

製
品
不
具
合
へ
の
対
応

 

機
械
組
立

 

棚
卸

 
購
買

 

１
０
人

 

２
０
人

 

１
０
人

 

５
人

 

５
人

 

３
時

間
 

２
時

間
 

２
時

間
 

３
時
間

 

３
時

間
 

３
０
時
間

 

１
５
時
間

 

１
５
時
間

 

２
０
時
間

 

２
０
時
間

 

２
５
０
時
間

 

１
５
０
時
間

 

１
５
０
時
間

 

２
０
０

時
間

 

２
０
０
時
間

 

○
○
○
○

 
３

 
１
２

 

○
○
○
○

 
３

 
１
５

 

投
票
に
よ
る
選
挙

 

検
査
課
主
任

 

山
田
花
子

 

工
場
長

 

田
中
太
郎

 
㊞

 

管
理
監
督
者
は
労
働
者
代
表

に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

 

受
注

の
集

中
 

設
計

 

臨
時

の
受

注
、

納
期

変
更

 
機
械
組
立

 

１
０

人
 

２
０
人

 

１
か
月
に
１
日

 

１
か
月
に
１
日

 

８
：
３
０
～
１
７
：
３
０

 

８
：
３
０
～
１
７
：
３
０

 

○
 
○

 

土
日
祝
日

 

土
日
祝
日

 

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、
労
働
者
代

表
の
署
名
又
は
記
名
・
押
印
が
必
要
で
す
。

 

３
７
０
時
間

 

２
７
０
時
間

 

２
７
０
時
間

 

３
２
０

時
間

 

３
２
０
時
間

 

４
０

時
間

 

２
５

時
間

 

２
５

時
間

 

３
０

時
間

 

３
０

時
間

 

３
．

５
時
間

 

２
．

５
時
間

 

２
．

５
時
間

 

３
．
５
時
間

 

３
．

５
時
間

 

７
．

５
時
間

 

７
．

５
時
間

 

７
．

５
時
間

 

７
．
５
時
間

 

７
．

５
時
間

 

表
面

 

１
日
の
法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
を
定
め
て

く
だ
さ
い
。

 

１
か
月
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間

数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。
①
は

4
5
時
間

以
内
、
②
は

4
2
時
間
以
内
で
す
。

 

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
無
い
場
合
に
は
、

3
6
協
定
の
締
結
を
す
る
者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、

投
票
・
挙
手
等
の
方
法
で
労
働
者
の
過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
、

選
出
方
法
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
使
用
者
に
よ
る
指
名
や
、

使
用
者
の
意
向
に
基
づ
く
選
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

3
6
協
定
届
の
記
載
例
（
限
度
時
間
を
超
え
な
い
場
合
）

 
（
様
式
第
９
号
（
第

1
6
条
第
１
項
関
係
）
）
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臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
様
式
第
９
号
の
２
の
協
定
届
の
届
出
が
必
要
で
す
。

 

様
式
第
９
号
の
２
は
、
✔

 限
度
時
間
内
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
の
届
出
書
（
１
枚
目
）
と
、
✔

 限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
の
届
出
書
（
２
枚
目
）
の
２
枚
の
記
載
が
必
要
で
す
。

 

１
枚
目
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
前
ペ
ー
ジ
の
記
載
例
を
参
照
く
だ
さ
い
。

 

限
度
時
間
を
超
え
る
場
合
の

3
6
協
定
届
の
記
載
例
（
特
別
条
項
）

 
（
様
式
第
９
号
の
２
（
第

1
6
条
第
１
項
関
係
）
）

 

臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
限
度
時
間
（
月

4
5
時
間
又
は

4
2
時
間
・
年

3
6
0
時

間
又
は

3
2
0
時
間
）
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
も
、
時
間
外
労
働
は
限
度
時
間
に
で

き
る
限
り
近
づ
け
る
よ
う
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

 

１
年
間
の
上
限
時
間

を
計
算
す
る
際
の
起

算
日
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
１
年

間
に
お
い
て
は
協
定

の
有
効
期
間
に
か
か

わ
ら
ず
、
起
算
日
は

同
一
の
日
で
あ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

 

時
間
外
労
働
と
法
定
休

日
労
働
を
合
計
し
た
時

間
数
は
、
月

1
0
0
時
間
未

満
、
２
～
６
か
月
平
均

8
0
時
間
以
内
で
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ

を
労
使
で
確
認
の
上
、

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ

て
く
だ
さ
い
。
チ
ェ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ

ク
が
な
い
場
合
に
は
、

有
効
な
協
定
届
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

 

○
○
○
○
年
４
月
１
日

 

突
発

的
な
仕

様
変
更

 
設
計

 

検
査

 

機
械
組
立

 

１
０
人

 

２
０

人
 

１
０

人
 

９
０

時
間

 

９
０

時
間

 

８
０

時
間

 

７
０
０
時
間

 

６
０
０
時
間

 

５
０
０
時
間

 

○
○
○
○

 
３

 
１
２

 

○
○
○
○

 
３

 
１
５

 
投
票
に
よ
る
選
挙

 

検
査
課
主
任

 
山
田
花
子

 

工
場
長

 

田
中
太
郎

 
㊞

 

機
械

ト
ラ
ブ

ル
へ
の

対
応

 

製
品

ト
ラ
ブ

ル
・
大

規
模
な
ク
レ
ー
ム
へ
の
対
応

 

６
回

 

６
回

 

４
回

 

３
５
％

 

３
５
％

 

３
５
％

 

①
、
③

、
⑩

 対
象

労
働
者

へ
の
医

師
に
よ

る
面
接

指
導

の
実

施
 

、
対
象

労
働
者

に
１
１

時
間
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
設
定
、

 
職

場
で

の
時

短
対
策

会
議
の

開
催

 

労
働

者
代

表
者

に
対

す
る

事
前

申
し

入
れ

 

○
 
○

 

３
５
％

 

３
５
％

 

３
５
％

 

６
時
間

 

６
時
間

 

６
時
間

 

６
．

５
時
間

 

６
．

５
時
間

 

６
．

５
時
間

 

１
０

０
時
間

 

１
０

０
時
間

 

９
０

時
間

 

８
２
０
時
間

 

７
２
０
時
間

 

６
２
０
時
間

 

様
式
９
号
の
２
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
２
枚
目
に

労
働
者
代
表
者
名
お
よ
び
選
出
方
法
、
使
用
者
代
表
者

名
の
記
入
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2
枚
目

表
面

 

限
度
時
間
を

超
え
た
労
働

者
に
対
し
、

以
下
の
い
ず

れ
か
の
健
康

確
保
措
置
を

講
ず
る
こ
と

を
定
め
て
く

だ
さ
い
。
該

当
す
る
番
号

を
記
入
し
、

右
欄
に
具
体

的
内
容
を
記

載
し
て
く
だ

さ
い
。

 

業
務
の
範
囲
を
細

分
化
し
、
明
確
に

定
め
て
く
だ
さ
い
。

 
事
由
は
一
時
的
又
は
突
発
的
に
時
間
外
労
働
を
行

わ
せ
る
必
要
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
で
き
る
限
り

具
体
的
に
定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 
「
業
務
の
都
合
上
必
要
な
と
き
」
「
業
務
上
や
む

を
得
な
い
と
き
」
な
ど
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
を

招
く
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

月
の
時
間
外
労
働
の
限
度

時
間
（
月

4
5
時
間
又
は

4
2

時
間
）
を
超
え
て
労
働
さ

せ
る
回
数
を
定
め
て
く
だ

さ
い
。
年
６
回
以
内
に
限

り
ま
す
。

 

限
度
時
間
（
月

4
5
時
間
又
は

4
2
時

間
）
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
の
、

１
か
月
の
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働

の
合
計
の
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ

い
。
月

1
0

0
時
間
未
満
に
限
り
ま
す
。

 
な
お
、
こ
の
時
間
数
を
満
た
し
て
い

て
も
、
２
～
６
か
月
平
均
で
月

8
0
時

間
を
超
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

 

限
度
時
間
（
年

3
6
0
時

間
又
は

3
2
0
時
間
）
を

超
え
て
労
働
さ
せ
る
１

年
の
時
間
外
労
働
（
休

日
労
働
は
含
み
ま
せ

ん
）
の
時
間
数
を
定
め

て
く
だ
さ
い
。
年

7
2

0
時
間
以
内
に
限
り
ま
す
。

 

限
度
時
間
を
超
え
て
時
間

外
労
働
を
さ
せ
る
場
合
の

割
増
賃
金
率
を
定
め
て
く

だ
さ
い
。

 
こ
の
場
合
、
法
定
の
割
増

率
（

2
5
%
）
を
超
え
る
割

増
率
と
な
る
よ
う
努
め
て

く
だ
さ
い
。

 

限
度
時
間
を

超
え
て
労
働

さ
せ
る
場
合

に
と
る
手
続

に
つ
い
て
定

め
て
く
だ
さ

い
。

 

限
度
時
間
を
超
え
て
時

間
外
労
働
を
さ
せ
る
場

合
の
割
増
賃
金
率
を
定

め
て
く
だ
さ
い
。

 
こ
の
場
合
、
法
定
の
割

増
率
（

2
5
%
）
を
超

え
る
割
増
率
と
な
る
よ

う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

 

①
医
師
に
よ
る
面
接
指
導

 
②
深
夜
業
（

2
2
時
～
５
時
）
の
回
数
制
限

 
③
終
業
か
ら
始
業
ま
で
の
休
息
時
間
の
確
保
（
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
）

 ④
代
償
休
日
・
特
別
な
休
暇
の
付
与

 
⑤
健
康
診
断

 
⑥
連
続
休
暇
の
取
得

 
⑦
心
と
か
ら
だ
の
相
談
窓
口
の
設
置

 
⑧
配
置
転
換

 
⑨
産
業
医
等
に
よ
る
助
言
・
指
導
や
保
健
指
導

 
⑩
そ
の
他

 

（
健
康
確
保
措
置
）

 

押
印
も
必
要
で
す
。
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今回の法改正では、これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働

も含んだ１か月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業

においては、これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要となります。 

上限規制への対応 

上限規制に適応した36協定を締結・届出を行った場合、次の段階として、36協定に定めた内容を遵

守するよう、日々の労働時間を管理する必要があります。 

ここでは、労働時間の管理において必要なポイントを整理します。 

□ ③特別条項の回数（＝時間外労働が限度時間を超える回数）が、36協定
で定めた回数を超えないこと。 

 月の時間外労働が限度時間を超えた回数（＝特別条項の回数）の年度の累計回数を把握

し、36協定で定めた回数を超えないよう注意してください。 

□ ④月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。 

□ ②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。 

□ ①「１日」「１か月」「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定
めた時間を超えないこと。 

 36協定で定めた「１日」の時間外労働の限度を超えないよう日々注意してください。 

 また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、 36協定で定めた「１か月」

「１年」の時間外労働の限度を超えないよう注意してください。 

□ ⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの２～６か月の平均を
とっても、１月当たり80時間を超えないこと。 

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場で

あれば、①～③のポイントだけ守ればよいことになります。 
！ 

上限規制を遵守するためには、上記のチェックポイントを日々守っていただく必要があります。特に、

④・⑤のポイントは、今回の法改正で初めて導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計す

るという新たな管理が必要となります。 

次ページでは、①～⑤のポイントを全て守るための労働時間管理の方法を確認します。 
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労働時間管理の実務イメージ 

具体的な数字を用いて、今回の法改正に対応した労働時間管理の実務をみていきます。 

    毎月の時間外労働、休日労働の時間数と、その合計を把握します。 

各労働者ごとに、労働時間を把握し、１日８時間・１週40時間を超える時間外労働、休日
労働の時間数と、その合計を把握します。 

（A）の時間（45時間）を超えることができるのは年６回まで 

    時間外労働、休日労働について、36協定を締結します。 

まずは上限規制の内容に適合した36協定を締結します。以下では、36協定で次のような内
容を締結したケースについて、具体的な実務内容を見ていきます。 

  
2021 

/4 
2021 

/5 
2021 

/6 
2021 

/7 
2021 

/8 
2021 

/9 
・・・ 

時間外労働 80 60 45 35 35 80 
休日労働   20 15 10     

合計 80.0  80.0  60.0  45.0  35.0  80.0  （E）の時間（85時間）を超えることはできない 

（B）の回数・時間を超えることはできない 

以下について、それぞれ、法律で定める上限の範囲内にしなければなりません。 
 （A)･･･月45時間以内、年360時間以内、 （C)･･･年６回以内 

 （D)･･･年720時間以内、         （E)･･･月100時間未満 

！ 

特
別
条
項 

特別条項の有無（臨時的な特別の事
情がある場合には、時間外労働が月
45時間を超えることができる） 

有り 

特別条項の回数 年６回 

特別条項における年間の時間外労働
の上限 

年680時間 

１か月の時間外労働と休日労働の合
計時間数の上限 

85時間 

36協定の対象期間 2021年4月１日～
2022年３月31日 

時間外労働の原則と
なる上限 

月45時間 
年360時間 

法定休日労働の回数、 
始業・終業時刻 

月３回 
8:30～17:30 

･･･（A） 

･･･（B） 

･･･（C） 

･･･（D） 

･･･（E） 

※以降の説明（P.16～18）は、時間外労働・休日労働が月80時間を超える月があるケースについて解説しています。 

 月80時間を超えないような事業場においては、Step４、Step５の②の管理は不要です。 

  
2021 

/4 
2021 

/5 
2021 

/6 
2021 

/7 
2021 

/8 
2021 

/9 
・・・ 

時間外労働 80 60 45 35 35 80 
休日労働   20 15 10     

             
★累計値（年度累計）   
特別条項累計回数 1 2 2 2 2 3 

Step２で把握した時間外労働時間数をもとに、年度（＝36協定の対象期間）における、特
別条項の回数と時間外労働の累積時間数を把握します。 

②時間外労働の累計値を算出 ①月45時間を超える回数の累計値を算出 

  
2021 

/4 
2021 

/5 
2021 

/6 
2021 

/7 
2021 

/8 
2021 

/9 
・・・ 

時間外労働 80 60 45 35 35 80 
休日労働   20 15 10     

             
★累計値（年度累計）   

時間外労働時間数 80 140 185 220 255 335 

特別条項の累計回数は（C)の回数（６回）以内 時間外労働の累計時間数は 

（D）の時間（680時間）を超えることはできない 

年度（＝36協定の対象期間）における 
時間外労働が月45時間を超えた回数（特別条項の回数） 
時間外労働の累積時間数 
を把握します。 
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例えば、2021年9月については、前月までの実績をもとに以下のように２～６か月平均を算出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
同様に他の月についても２～６か月平均を算出するため、すべての月について、隣接する２～６か月の平均が

80時間以内となるよう管理しなければなりません。 

  
2021 

/4 
2021 

/5 
2021 

/6 
2021 

/7 
2021 

/8 
2021 

/9 
時間外労働 80 60 45 35 35 80 
休日労働 20 15 10 

合計 80.0  80.0  60.0  45.0  35.0  80.0  

Step２で把握した時間外労働と休日労働の合計時間数をもとに、２か月平均、３か月平均、
４か月平均、５か月平均、６か月平均を算出します。 

毎月の時間外労働と休日労働の合計時間数について、２～６か月の平均
時間数を把握します。 

算定期間 平均値 

２か月平均 ⇒ 57.5  …８～９月の平均 

３か月平均 ⇒ 53.3  …７～９月の平均 

４か月平均 ⇒ 55.0  …６～９月の平均 

５か月平均 ⇒ 60.0  …５～９月の平均 

６か月平均 ⇒ 63.3  …４～９月の平均 

前年度の36協定の対象期間の時間数についても２～６か月平均の算定時間に含みます。 

例えば、今回のケースで2021年４月について計算するためには、直前の５か月分（2020年11月

～2021年３月）の実績も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2020 

/11 
2020 

/12 
2021 

/1 
2021 

/2 
2021 

/3 
2021 

/4 
時間外労働 45 45 30 20 45 80 
休日労働   10       

合計 45.0  55.0  30.0  20.0  45.0  80.0 

！ 

前の協定期間 

算定期間 平均値 

２か月平均 ⇒ 62.5  …３～４月の平均 

３か月平均 ⇒ 48.3  …２～４月の平均 

４か月平均 ⇒ 43.8  …１～４月の平均 

５か月平均 ⇒ 46.0  …12～４月の平均 

６か月平均 ⇒ 45.8  …11～４月の平均 

（※）P.6のPoint３のとおり、経過措置の
期間については上限規制が適用されな
いため、２～６か月平均の算定に含め
る必要はありません。 

Step２～３で把握した時間外労働、休日労働の時間数や合計数などをもとに、当月におけ
る、①時間外労働、②時間外労働＋休日労働の合計の最大限可能となる時間数を把握します。 

Step１～４で把握した前月までの実績をもとに、当月における時間外労
働時間数と休日労働時間数の最大可能時間数を把握します。 

月の時間外労働 

の上限 

月の時間外労働 
の上限値 ≧ 

時間外労働 

の累計時間数 
ー 

年の時間外労働 

の上限時間数 

特別条項 

の残回数 
≧１回 ･･･（ア） 

（今回のケースでは、 
 年６回ー前月までの回数） 

（今回のケースでは680時間） （今回のケースでは85時間） （今回のケースでは85時間） 

年の時間外労働の 

残時間数 

月の時間外労働 
の上限値 ＜ ー 

時間外労働 

の累計時間数 

年の時間外労働 

の上限時間数 
･･･（イ） 

（今回のケースでは85時間） （今回のケースでは680時間） 

月の時間外労働 

の原則となる上限 

月の時間外労働の 
原則上限値 

≧ ー 
時間外労働 

の累計時間数 

年の時間外労働 

の上限時間数 
＝０回 

特別条項 

の残回数 
･･･（ウ） 

（今回のケースでは、 
 年６回ー前月までの回数） 

（今回のケースでは45時間） （今回のケースでは45時間） （今回のケースでは680時間） 

年の時間外労働の 

残時間数 

月の時間外労働の 
原則上限値 

< ー 
時間外労働 

の累計時間数 

年の時間外労働 

の上限時間数 
･･･（エ） 

（今回のケースでは45時間） （今回のケースでは680時間） 

①時間外労働の可能時間数 
 当月の時間外労働の可能時間数を、以下の手順で算出します。 

当月の時間外労働の可能時間数 
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（ⅰ）上記の式に従って、右表の数値を算出します。 

 

 

 

（ⅱ）右表の最小値（80時間）と上限値（今回のケースでは（E）の85時間）のうち小さい方の数値、つま

り80時間となります。 

例えば、今回のケースにおいて、2021年10月、2022年2月について、①の数値は以下のとおり算出します。 

i.  

 

②時間外労働＋休日労働の可能時間数 
 当月の時間外労働＋休日労働の可能時間数を以下の手順で算出します。 

（ⅰ）前月～５か月前までの合計をもとに、月平均80時間以内となる当月の時間数を計算します。 

Nか月平均が80時間以内となる 

時間外労働＋休日労働 

の当月時間数 

＝ N×80 － 前（N－１）か月分の累計時間数 

（ⅱ）（ⅰ）で計算した数値の最小値と、月の時間外労働＋休日労働の上限（今回のケースでは（E）の85時

間）のいずれか小さい数値が、当月の可能な時間外労働＋休日労働の時間数となります。 

上記①、②の範囲内に収まるように、日々の労働時間を管理します。 

  2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 2021/10 2021/11 2021/12 2022/1 2022/2 2022/3 

時間外労働 80 60 45 35 35 80 70 45 75 70 40 40 

特別条項累計回数 1 2 2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 
時間外労働累計 80 140 185 220 255 335 405 450 525 595 635 675 

（2021年10月） 
 ・9月までに特別条項を３回使っているので、10月初時点での特別条項の残回数は３回 
 ・年の上限680時間 ー 9月までの累計335時間 ＝ 345時間 となり、月の上限値85時間を上回っています。 
 したがって、パターン（ア）となり、10月の時間外労働の上限は85時間となります。 

（2022年2月） 
 ・1月までに特別条項を６回使っているため、3月初時点での特別条項の残回数は０回 
 ・年の上限680時間 ー 1月までの累計595時間 ＝ 85時間 となり、月の時間外労働の原則上限値45時間を
上回っています。 

 したがって、パターン（ウ）となり、２月の時間外労働の上限は45時間となります。 

  
2021

/4 
2021

/5 
2021

/6 
2021

/7 
2021

/8 
2021

/9 
時間外労働＋ 
休日労働の合計 

80.0  80.0  60.0  45.0  35.0  80.0  

２か月平均80時間以内となる時間 80.0  
３か月    〃 125.0  
４か月    〃 160.0  
５か月    〃 180.0  
６か月    〃 180.0  

例えば、今回のケースにおいて、2021年10月について、②の数値は以下のとおり算出します。 

※Nは２～６（か月）の５通り
となります。 

①「１日」「１か月」「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時
間を超えないよう管理。 

②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないよう管理。 

③特別条項の回数が 
残っていれば   ⇒ （①の）時間外労働の残時間数まで 
残っていなければ ⇒ 原則の上限時間（＝限度時間）まで 

（※時間外労働の残時間が限度時間以下なら残時間数まで） 

 となるよう月の時間外労働を管理。 

④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないよう管理。 

⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、前２～５か月の合計と合算して、
月数（２～６）×80時間を超えないよう管理。 
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